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２０２０年　5 月 15 日号 Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ

のお知らせ

【小林市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】

特別定額給付金
基準日（令和２年４月 27 日）に、市の住民基本台帳に記録されている方◆給付対象者

「郵送」か「オンライン」で１回のみ申請できます

郵送で申請 オンラインで申請
　「マイナポータル」で検索し、専用サイ
トから申請ください。
※申請には『世帯主のマイナンバーカード』
　と『マイナンバーカード読取対応のスマ
　ートフォン』または『パソコンとカード
　リーダー』が必要です。

●オンライン申請・・・５月中旬予定
●郵 送 申 請・・・５月末予定

●問＝小林市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室　℡ 22‐2090

のお知らせ

【小林市事業持続化緊急給付金事業】

飲食サービス・宿泊業の支援
　新型コロナウィルス感染症により影響を受けている飲食サービス業や宿泊業を支援するた
め、要件を満たした事業者に対して、一律 10 万円を支給します。
※この支援は市独自の給付金事業で、国の持続化給付金（中小企業 200 万円、小規模事業者 100 万円）、県の小規
模事業者事業継続給付金（20 万円）　とは別の事業となります。

▼支給対象者（次の要件の全てに該当する者）
申請書と必要書類を申請窓口に提出ください。
※申請書および必要書類などの詳細は、市ホームページま
　たは商工観光課へ問合せください。

受付は令和 2年 6月 30 日まで

●問＝商工観光課　℡ 23‐1174

商工観光課、須木庁舎地域振興課、野尻庁舎地域振興課
（月曜～金曜 / ８時 30 分～ 17 時 15 分）

①市内に事業所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人
②食品衛生法第 52 条の規定により飲食店営業又は旅館業法第３条
　の許可を受けた者であって、当該事業を主たる事業として営む者
③令和元年 12 月 31 日までに創業している者
④令和２年２月～５月の間で、一箇月の売上高（複数の事業を営む
　場合は、それらを合算した事業収入）が前年同月比で 5 割以上減
　少している者
⑤令和２年１月 31 日までに納付期限が到来している市税等を完納
　している者

▼申請方法

▼申請窓口

世帯構成員１人につき 10 万円　　※対象者のいる世帯の世帯主が受け取り

　市から世帯主の自宅に郵送される申請書
に必要事項を記入し、添付書類を付けて、
同封の返信用封筒で市役所へ返送ください。
※申請書は、5 月下旬から随時お届けします。
※添付書類の詳細は郵送された申請書を確
　認ください。

市や総務省が現金自動預払機（ATM）の操作や、
給付の手数料を求めることは絶対にありません

詐欺に
注意！

◆給付開始の見通し

◆申請手続き

◆給 付 額
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県
内
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま

た
は
父
、
寡
婦
を
対
象
と
し
た
調

理
師
試
験
準
備
講
習
会
の
受
講
生

を
募
集
し
ま
す
。

◆
対
象

・
調
理
実
務
経
験
が
２
年
以
上
あ

り
、
県
が
実
施
す
る
調
理
師
試
験

を
受
験
す
る
人

・
講
習
会
に
２
日
間
と
も
出
席
で

き
る
人

◆
日
時
（
２
日
間
）

　

８
月
22
日（
土
曜
）～
23
日（
日

曜
）
９
時
～
16
時
20
分

◆
定
員　

30
人
程
度

◆
場
所　

県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

（
宮
崎
市
霧
島
１
‐
１
‐
２
）

◆
受
講
料　

無
料

※
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
は
県
内
保

　

健
所
で
各
自
購
入
く
だ
さ
い

◆
必
要
書
類

・
令
和
２
年
度
「
就
業
支
援
講
習

会
受
講
申
込
書
」（
宮
崎
県
母
子

寡
婦
福
祉
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
子

育
て
支
援
課
で
配
布
）

・
調
理
師
試
験
受
験
願
書
の
写
し

（
受
領
印
の
あ
る
も
の
）

※
願
書
提
出
先
は
県
内
各
保
健
所

（
受
付
期
間
は
５
月
25
日
～
６
月

19
日
）

・
児
童
扶
養
手
当
証
書
ま
た
は
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資

格
者
証
の
写
し

◆
申
込
締
切

　

７
月
31
日
（
水
曜
）
先
着
順

●
申
・
問

・
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

（
宮
崎
県
原
町
２
番
22
号
）

℡
０
９
８
５
‐
22
‐
４
６
９
６

　

保
健
福
祉
推
進
な
ど
を
目
的
と

し
た
地
域
福
祉
活
動
を
行
っ
て
い

る
団
体
に
、「
小
林
市
愛
の
ふ
る

さ
と
福
祉
基
金
」
か
ら
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
助
成
額
は
、
提

出
さ
れ
た
事
業
計
画
内
容
を
運
用

委
員
会
で
協
議
し
決
定
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
福
祉
課
ま
で
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

・
社
会
福
祉
法
人

・
地
域
福
祉
を
推
進
す
る
民
間
団
体

▼
申
請
方
法

　

福
祉
課
窓
口
ま
た
は
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
の
申
請
書

を
提
出
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
切

　

６
月
19
日
（
金
曜
）
必
着

●
申
・
問
・
福
祉
課

　

℡
23
‐
０
１
１
１

　

小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
介
護
を
し
て
い
る
人

た
ち
で
悩
み
を
出
し
合
い
、
介
護

に
対
す
る
「
思
い
」
を
共
有
す
る

集
い
を
開
催
し
ま
す
。
介
護
経
験

な
ど
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
た

だ
き
、
そ
こ
か
ら
何
か
ヒ
ン
ト
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

◆
日
時

　

６
月
13
日
（
土
曜
）

　

13
時
30
分
～
15
時

◆
場
所

　
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

◆
内
容　

懇
談
・
茶
話
会

◆
参
加
費　

無
料

◆
そ
の
他　

申
込
み
不
要

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
は
、
地
域
の

子
ど
も
や
高
齢
者
、
認
知
症
の
人

や
そ
の
家
族
な
ど
、
誰
で
も
気
軽

に
参
加
し
、お
茶
や
話
を
し
た
り
、

歌
や
ゲ
ー
ム
な
ど
を
し
て
交
流
を

深
め
る
場
で
す
。

◆
そ
の
他

　

申
込
み
不
要
で
す
。
直
接
会
場

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

・
の
じ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
44
‐
２
２
７
１

募
　
集

調
理
師
試
験

　
準
備
講
習
会

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

保
健
・
福
祉

家
族
介
護
者
の
集
い
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

◆オレンジカフェ開催一覧
日　程

6 月 10 日（水曜）
6 月 17 日（水曜）
6 月 24 日（水曜）
6 月 3 日（水曜）
6 月 17 日（水曜）
6 月 24 日（水曜）
6 月 25 日（木曜）

参加費
100 円
100 円
100 円

無料
無料

100 円
無料

場　所
細野小学校
細野団地集会所
慈敬園交流スペース
永田館
永田館
須木総合ふるさとセンター
野尻町いきいきコミュニティセンター

時　間
10 時～ 11 時 30 分
10 時～ 11 時 30 分
10 時～ 11 時 30 分
10 時～ 11 時 30 分
10 時～ 11 時 30 分
10 時～ 11 時 30 分
10 時 30 分～ 12 時

小林

地区

野尻

須木

「
愛
の
ふ
る
さ
と
福
祉

基
金
」
か
ら
助
成

  

市役所でクールビズが実施されます
　市役所では職場の省エネルギーの推進や執務効率の向上を目的
に、｢ クールビズ ｣ を実施しています。執務中、業務に支障のな
い職員については、ネクタイや上着などを着用しない軽装に取り
組みます。皆さまのご理解をお願いします。
◆期間　10 月 31 日（土曜）まで
●問＝生活環境課　℡ 23‐８１２２

【ご注意ください！】新型コロナウイルス感染症の状況によって、　　記載の催しなどが中止・延期の場合があります。詳しくは各問合せ先に確認ください。
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次
の
各
種
健
（
検
）
診
を
西
諸

管
内
の
医
療
機
関
ま
た
は
集
団
健

（
検
）
診
で
実
施
し
ま
す
。

◆
健
（
検
）
診
の
種
類

　

特
定
健
診
、
長
寿
健
診
、
健
康

診
査
、
前
立
腺
が
ん
検
診
、
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
検
査
、
胃
が
ん
検
診
、

大
腸
が
ん
検
診
、
乳
が
ん
検
診
、

子
宮
頸
が
ん
検
診
、
肺
が
ん
検
診

◆
日
程

　

令
和
３
年
１
月
31
日
ま
で

◆
場
所

　

西
諸
管
内
個
別
健
（
検
）
診
実

施
医
療
機
関
、
各
地
区
体
育
館
な

ど◆
そ
の
他　

　

集
団
健
（
検
）
診
お
よ
び
個
別

健
（
検
）
診
は
、
事
前
に
予
約
が

必
要
で
す
。
詳
し
い
内
容
は
、
対

象
者
に
送
付
し
た
「
令
和
２
年
度

特
定
健
診
・
各
種
が
ん
検
診
の
案

内
」
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
受
診
さ
れ
る
前
の
お

願
い

①
緊
急
事
態
宣
言
発
令
時
の
受
診

は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

②
健
（
検
）
診
当
日
は
、
必
ず

自
宅
な
ど
で
体
温
測
定
を
し
て
、

37
・
５
度
以
上
の
発
熱
が
あ
る
場

合
は
健
（
検
）
診
受
診
を
控
え
て

く
だ
さ
い
。

③
発
熱
が
な
く
て
も
、
咳
や
痰
な

ど
の
呼
吸
器
症
状
の
あ
る
人
、
体

調
の
す
ぐ
れ
な
い
人
は
原
則
健

（
検
）
診
受
診
を
控
え
て
く
だ
さ

い
。

④
症
状
が
な
く
て
も
健
（
検
）
診

当
日
は
、
マ
ス
ク
着
用
や
受
診
前

の
手
洗
い
、
消
毒
な
ど
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

⑤
そ
の
他
の
感
染
症
拡
大
防
止
の

取
り
組
み
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
状
況
に
応
じ
て
、
延
期
や
中

　

止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

　

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
・
健
康
推
進
課

　

℡
23
‐
０
３
２
３

　

小
林
市
内
に
住
所
を
有
し
、
小

林
市
内
の
高
等
学
校
へ
バ
ス
で
通

学
す
る
学
生
の
交
通
費
を
助
成
し

ま
す
。

　

定
期
乗
車
券
を
購
入
し
て
い
る

場
合
、
月
額
５
千
円
を
超
え
る
額

を
対
象
に
（
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利

用
料
を
含
む
）、
年
３
万
円
を
上

限
に
助
成
し
ま
す
。

※
キ
ャ
ン
パ
ス
・
ミ
ニ
を
購
入
の

　

人
で
、
前
期
分
（
半
年
）
の
購

　

入
金
額
が
６
万
円
に
満
た
な
い

　

場
合
は
、後
期
分
を
購
入
後
に
、

　

年
間
分
を
申
請
し
て
い
た
だ
く

　

と
申
請
手
続
が
１
度
で
行
え
ま

　

す
。そ
の
場
合
、後
期
分
の
キ
ャ

　

ン
パ
ス
・
ミ
ニ
の
購
入
前
に
、

　

前
期
分
の
写
し
を
と
っ
て
お
く

　

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
方
法

　

次
の
申
請
書
な
ど
を
申
請
窓
口

へ
持
参
く
だ
さ
い
。

・
助
成
金
交
付
申
請
書

・
定
期
乗
車
券
の
写
し
（
ス
ク
ー

ル
バ
ス
料
金
納
入
書
の
写
し
）

・
市
内
高
等
学
校
の
在
学
証
明
書

な
ど
の
写
し
（
学
生
証
）

※
申
請
書
は
申
請
窓
口
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布

◆
申
請
窓
口

　

本
庁
舎
企
画
政
策
課
、
野
尻
庁

舎
地
域
振
興
課
、
紙
屋
出
張
所

◆
申
請
期
間

　

随
時
受
付

●
申
・
問

・
企
画
政
策
課

　

℡
23
‐
０
４
５
６

　

県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
者

と
使
用
者
と
の
間
に
生
じ
た
職
場

の
ト
ラ
ブ
ル
（
パ
ワ
ハ
ラ
、
賃
金

未
払
、
解
雇
な
ど
）
に
つ
い
て
、

随
時
、
秘
密
厳
守
・
無
料
で
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。
日
曜
に
も
労

働
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

◆
受
付
期
日
（
要
事
前
予
約
）

▼
日
曜
受
付
日
時

　

６
月
７
日
（
日
曜
）

　

９
時
～
17
時

▼
平
日
受
付
時
間

　

８
時
30
分
～
17
時

◆
対
象
者

　

県
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
労

働
者
及
び
使
用
者

◆
場
所　

県
労
働
委
員
会
事
務
局

（
県
庁
３
号
館
６
階
）

◆
相
談
方
法

　

電
話
、
面
談
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（「
宮
崎
県
労

働
相
談
メ
ー
ル
送
信
フ
ォ
ー
ム
」

で
検
索
）

●
申
・
問

・
県
労
働
委
員
会
事
務
局

相
談
専
用
電
話
「
働
く
あ
ん
し
ん

サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル
」

　

℡
０
９
８
５
‐
26
‐
７
５
３
８

　
　

０
９
８
５
‐
20
‐
２
７
１
５

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
宮
崎
県
労
働

委
員
会
」
で
検
索

　

６
月
１
日
（
月
曜
）
か
ら
６
月

７
日
（
日
曜
）
ま
で
、
第
62
回
水

道
週
間
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
今
回

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
飲
み
水
を
未

来
に
つ
な
ご
う
ぼ
く
た
ち
で
」
で

す
。
今
後
も
市
が
皆
様
に
「
安
全

で
お
い
し
い
水
」
を
「
安
定
し
て

お
届
け
」
す
る
た
め
、
皆
様
に
は

引
き
続
き
水
道
料
金
の
支
払
い

や
、
水
道
工
事
な
ど
に
よ
る
や
む

を
得
な
い
断
水
に
つ
い
て
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
・
上
下
水
道
課

　

℡
23
‐
０
３
２
１

第
62
回
　
水
道
週
間
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【ご注意ください！】新型コロナウイルス感染症の状況によって、　　記載の催しなどが中止・延期の場合があります。詳しくは各問合せ先に確認ください。
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◆対象者

　※判断については向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、状況に配慮し適切に対応します。

の特例制度をご活用ください

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

市税等の徴
ちょうしゅう

収猶
ゆ う よ

予市税等の徴
ちょうしゅう

収猶
ゆ う よ

予
　新型コロナウイルスの影響により事業などの収入に相当の減少があった方
は、１年間市税等の徴収の猶予を受けることができるようになりました。
特例制度では担保の提供が不要です。また、延滞金もかかりません。
猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）で、
　事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少していること。
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

◆対象となる市税等
令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する全ての税目が対象です。

個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など

◆申請手続き
・申請をする方は「税務課」または「ほけん課」までご連絡ください。申請書と返信用封筒を郵送します。
  ※市ホームページ（ くらし → 届出・税 → 税金 → 納税 ）でもダウンロードできます。
・申請書に必要事項を記入し、収入や預貯金の状況がわかる資料（売上帳や現金出納帳、預金通帳の写しなど）を
  「税務課納税グループ」に送付してください。これらの資料の提出が困難な場合は、ご相談ください。
・eLTAX での電子申請も受け付けています。電子申請には、電子証明書を使用した電子署名が必要です。また、
  個人はマイナンバーカードの公的個人認証が必要です。

①・②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象です

申請時から概ね２か月以内に納期限が到来する市税等が対象です

感染拡大防止のため申請書提出は「郵送」ください

◆申請期限
令和２年２月１日～令和２年６月 30 日までに納期限が到来するものは

※上記以降に納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）が到来するものは、その納期限までが申請期限です。

納期限までに申請が必要です

令和２年６月 30日まで

◆問い合わせ・申し込み先
●申請書の取得や詳しい内容について
・税 務 課　納税グループ　℡ 23‐0115
・ほけん課　納税グループ　℡ 23‐0116

口座振替の方はご注意ください！

申請を検討されている方で、金融機関から
の口座振替となっている方は、必ず

●申請書提出先
〒 886‐8501　小林市細野 300 番地
　小林市役所税務課納税グループ

にはご連絡ください。ご連絡が無いと、金
融機関口座から振替されてしまいます。

納付期限の 10日前まで


